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会社法第 794 条第 1項に定める事前備置書類 

(吸収合併に係る事前開示事項) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 2年 2月 20 日 

 

 

コスモエネルギーホールディングス株式会社 
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会社法第 794 条第 1項に定める事前備置書類 

(吸収合併に係る事前開示事項) 

 

令和 2年 2月 20 日 

 

東京都港区芝浦一丁目 1番 1号 

コスモエネルギーホールディングス株式会社 

代表取締役 桐 山  浩 

 

コスモエネルギーホールディングス株式会社(以下｢当社｣といいます。)は、コスモエネ

ルギーシステムズ株式会社(以下「CES」といいます。)との間で、令和 2年 4月 1日を効力

発生日として、CES を吸収合併消滅会社、当社を吸収合併存続会社とする吸収合併(以下「本

件合併」といいます。)をいたします。 

本件合併に関する会社法第 794 条第 1項及び会社法施行規則第 191 条に定める事前開示

事項は、次のとおりです。 

 

1. 吸収合併契約の内容 

 

別紙 1のとおりです。 

 

2. 合併対価の定めの相当性に関する事項（会社法施行規則第 191 条第 1号） 

 

   当社および CES は、当社を完全親会社とする親子会社であるため、当社は、本件合

併に際して、株式その他の金銭等の交付は行いません。また、当社において、資本金

および準備金の額は変動しません。 

 

3. 吸収合併に係る新株予約権の定めの相当性に関する事項（会社法施行規則第 191条第

2号） 

 

   該当事項はありません。 

 

4. 吸収合併消滅会社についての次に掲げる事項 (会社法施行規則第 191 条第 3号) 

 

(1) 最終事業年度に係る計算書類等の内容 

 

     別紙 2のとおりです。 
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 (2) 最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等の内容 

   

     該当事項はありません。 

   

 (3) 最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社

財産の状況に重要な影響を与える事象の内容 

 

     該当事項はありません。 

 

5.  吸収合併存続会社についての次に掲げる事項 (会社法施行規則第 191条第 5号) 

 

(1) 吸収合併消滅会社について最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大

な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容 

 

    該当事項はありません。 

 

(2) 最終事業年度がないときは成立日における貸借対照表 

 

    該当事項はありません。 

 

6. 吸収合併の効力発生日後における吸収合併存続会社の債務の履行の見込みに関する事

項(会社法施行規則第 191 条第 6号) 

 

   平成31年3月31日現在の貸借対照表における吸収合併消滅会社の資産の額は1,307

百万円、負債の額は 1,221 百万円であり、同日現在の貸借対照表における吸収合併存

続会社の資産の額は 731,598 百万円、負債の額は 641,895 百万円であり、いずれも資

産超過となっております。現時点において、吸収合併の効力発生日までおよび効力発

生日以降に両社の財務状況を悪化させる事情も存在しません。 

 よって、吸収合併の効力発生日後における存続会社には債務の履行の見込みはある

ものと判断いたします。 

 

以 上 
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別紙 1：吸収合併契約書 

別紙 2：吸収合併消滅会社の最終事業年度に係る計算書類等 






















